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１１１１．．．．策定策定策定策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

奈良県では、生活に身近な歩行空間として、児童が通行する通学路に、歩道がない

通学路が依然として多く残っており、全国的に見ても整備が遅れている状況にある。

また、高齢化が急速に進むなか、駅や病院等の周辺では歩行空間のバリアフリー化を

早期に図ることが求められているが、バリアフリー基本構想の策定は全国と比較して

も遅れており、バリアフリー化が十分に進んでいない現状にある。 

更に、本県は全国有数の観光地として多くの観光客が来訪しているが、観光地周辺

においても、案内サイン等が分かりにくいといった声が多く、生活者や来訪者が安心

して歩行できる空間の早期整備が喫緊の課題となっている。 

 

一方、現下の経済情勢による今後の税収動向の不透明さや、高齢化の進展による社

会保障費の増加等により、今後より一層厳しい財政運営を余儀なくされるなか、道路

整備予算についても安定的な確保が困難になってきている。 

 

このような社会・経済情勢のめまぐるしい変化の中、道路行政も社会ニーズに的確

に対応していく必要があることから、奈良県では、「奈良の今後５ヶ年（平成 21 年度

～平成 25 年度）の道づくり重点戦略」を策定し、真に必要な道づくりを「選択と集

中」の考え方により推進することとしている。 

  

また、移動環境の改善に向け、今後の奈良県における交通施策に関する指針として

策定した「奈良県交通基本戦略」では、安全で安心な歩行空間の確保や歩行環境の充

実に重点的に取り組むこととしている。 

 

歩行空間の整備を効率的かつ効果的に進めるため、奈良県の歩行空間の整備状況や

課題等を明確にし、重点的に整備を進める箇所を抽出・公表するとともに、歩行空間

の点検や早期に効果が期待できる「速効対策」の実施、歩行空間の整備と合わせた休

憩用ベンチや観光案内サインの充実など、奈良県における歩行空間整備の基本的な考

え方やその進め方を「奈良県安心歩行空間整備方針」として取りまとめることとした。 

 

なお、本方針については、今後の歩行空間の整備状況及び財政状況や社会・経済状

況の変化等により適宜見直しを行っていく予定である。 
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２２２２．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

（（（（１１１１））））日日日日常生活常生活常生活常生活のののの歩行空間歩行空間歩行空間歩行空間にににに関関関関するするするする現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

①①①①現状現状現状現状    

奈良県の県管理道路の道路整備率

*１
は約３８％、歩道整備率

*２
は約２５％と、それ

ぞれの全国平均約５９％、約４１％と比べて大幅に遅れている状況である。 

また、県管理道路の通学路

*３
の歩道整備状況は、歩道がない通学路が約８７ｋｍあ

り、児童が車道の路肩部分等を通学路として使用している歩行空間が依然として多く

残っている。 

 

 奈良県では、これまで道路改良事業による歩道整備や、通学路指定されている歩道

の整備に取り組んできたところであるが、その歩道整備延長

*４
は年間約９ｋｍとなっ

ている。 

 

 

出典：道路統計年報 2010 年度版（平成 23 年 2 月国土交通省道路局企画課） 
 表２ 奈良県内及び全国の歩道整備率（都道府県管理道路） 

出典：道路統計年報 2010 年度版（平成 23 年 2 月国土交通省道路局企画課）  *１ 道路整備率：改良済延長（５．５ｍ以上）- 混雑度(交通量を交通容量で除したもの)１．０以上の延長（車 道幅員５．５ｍ以上）を道路実延長（道路中心線上の延長）で除したもの *２ 歩道整備率：道路の延長に対して歩道（歩道幅員が０．７５ｍ以上あるもので縁石、防護柵等により車道部 と区画されたもの）が設置されている道路実延長の割合 *３ 通学路：児童が小学校に通うため１日につき概ね４０人以上通行する道路の区間又は児童が小学校に通うため通行する道路の区間で、小学校の敷地の出入口から１キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童の通行の安全を特に確保する必要のある経路として調査を行い、市町村より回答のあった経路（平成２０年８月奈良県道路・交通環境課調査） *４ 歩道整備延長：道路の部分として設けられた歩道の設置道路実延長 

（ｋｍ）道路実延長 歩道整備延長 歩道整備率 道路実延長 歩道整備延長 歩道整備率一 般 国 道(指定区間外） 686 202 29% 31,916 17,036 53%主 要 地 方 道 606 152 25% 57,877 26,017 45%一般都道府県道 697 145 21% 71,500 22,369 31%合　　　計 1,989 499 25% 161,293 65,422 41%
道路種別 奈　良　県 全　国　合　計

道路実延長 道路整備延長 道路整備率 道路実延長 道路整備延長 道路整備率一 般 国 道(指定区間外） 686 328 48% 31,916 21,087 66%主 要 地 方 道 606 238 39% 57,877 35,516 61%一般都道府県道 697 190 27% 71,500 38,572 54%合　　　計 1,989 756 38% 161,293 95,175 59%
道路種別 （ｋｍ）奈　良　県 全　　国　　合　　計表１ 奈良県内及び全国の道路整備率（都道府県管理道路） 



 3 

表３ 奈良県管理道路の通学路延長 
出典：通学路に関する調査（平成２０年８月奈良県道路・交通環境課調べ） 

 表４ 奈良県管理道路の歩道延長推移（過去１０年） 

出典：奈良県統計年報（平成１２年度～平成２１年度集計） 
 

 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が平成１８年１２月に

施行され、市町村は、移動や施設利用の利便性、安全性の向上を図るため、国が定め

る「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、旅客施設、周辺道路、駅前広

場等を中心とした地区や高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、

バリアフリー基本構想を作成することができるとされている。 

奈良県では、バリアフリー基本構想の策定に向けて講習会の開催や情報提供等の技

術的支援を実施しているが、県内でバリアフリー基本構想を策定した市町村は橿原市

と葛城市の２市（平成２３年３月末時点）にとどまり、全国と比較しても取り組みが

遅れている状況となっている。 

 

これまで奈良県では、歩道の段差解消等ハード整備中心のバリアフリー対策に取り

組んできたが、今後は高齢者の移動等をサポートするため、利用者の多い施設や病院

等の周辺部において、休憩用のベンチ等の設置等を新たに進めることとしている。 

 

 

 *５ 簡易整備済：歩道幅員２．０ｍ未満の縁石、防護柵等により車道部と区画されたもの又はその他これに類する工作物による整備、道路端へのカラー舗装整備がされたもの 

道路種別 H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０ H２１一 般 国 道(指定区間外） 168 169 172 177 183 186 192 199 199 201主 要 地 方 道 128 129 130 134 136 140 142 147 150 151一般都道府県道 116 117 122 120 127 133 134 140 145 147合　　　計 411 416 424 431 446 459 468 487 495 499整備延長 4 8 7 15 13 9 19 8 59999
（ｋｍ）

年平均整備延長年平均整備延長年平均整備延長年平均整備延長

（ｋｍ）道路種別 合計一般国道（指定区間外） 34 50% 12 18% 22 32% 68主要地方道 29 40% 13 18% 30 42% 72一般都道府県道 20 29% 14 20% 35 51% 69合　　　計 83 40% 39 19% 87 42% 209
歩道整備済 簡易整備済*５ 未整備
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01020
304050
607080
90100

秋田県 福井県 鳥取県 島根県 徳島県 愛媛県 高知県 宮崎県 岐阜県 滋賀県 大阪府 広島県 新潟県 京都府 和歌山県 香川県 福島県 山口県 神奈川県 静岡県 北海道 山形県 長崎県 大分県 茨城県 東京都 福岡県 千葉県 兵庫県 群馬県 岩手県 栃木県 富山県 山梨県 長野県 岡山県 三重県 青森県 石川県 熊本県 鹿児島県 埼玉県 愛知県 奈良県 宮城県 佐賀県 沖縄県都道府県名

（％）

 図１ 一日当たりの平均的な利用者数が５，０００人以上の鉄道駅におけるバリアフリー基本構想策定率*６ 出典：国土交通省バリアフリー・ユニバーサルデザインＨＰを基に奈良県において作成（平成２３年３月末時点） 

図２ 一日当たりの平均的な利用者数が３，０００人以上である鉄道駅におけるバリアフリー基本構想策定状況(市町村別) 道路・交通環境課調べ(平成２３年３月末時点)  *６ バリアフリー基本構想策定率：基本構想作成済市町村数を５，０００人以上の旅客施設を有する市町村数で 除した割合。(平成２３年３月３１日に移動等円滑化の促進に関する基本方針の改正により、３，０００人以上に改正。) 

１５％ 

0123
4567
891011
1213

奈良市 生駒市 橿原市 大和郡山市 香芝市 大和高田市 王寺町 天理市 田原本町 桜井市 三郷町 葛城市 川西町 宇陀市 斑鳩町 平群町 御所市 大淀町 五條市

凡　　例5000人以上の利用のある駅（基本構想未策定）４１駅3000人以上5000人未満の利用のある駅（基本構想未策定）２３駅基本構想策定済み駅数３駅
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②②②②課題課題課題課題    

（ａ）歩行者の視点に立った面的な歩行空間づくりの不足 

歩行は移動自由度が極めて高いため、県管理道路だけで歩行者の視点に立った歩行

空間のネットワーク化を図ることは困難であり、道路管理者間の密接な連携による面

的な歩行空間づくりが必要である。また、奈良県は自動車利用率が高い一方、道路整

備率が低いことから、これまで幹線道路ネットワークの整備を優先して取り組んでき

た。その結果、歩道の整備率が低い状況となっており、歩行空間のネットワーク化を

図るための取組意識を高める必要がある。 

 

（ｂ）遅延する沿道用地の取得 

通学路のように建築物が連担している地域における歩道整備にあたっては、歩道の

小規模な拡幅等であっても、沿道建築物の建替が必要となる場合や、駐車場として利

用している土地を滅失せざるを得ない場合など、沿道地権者の生活環境等に与える影

響が大きくなり、用地取得等地権者の協力を得るのに時間を要している。その結果、

歩道の整備箇所と未整備箇所が混在し、歩道の連続性が確保されない状況となってい

る。 

 

（ｃ）市町村におけるバリアフリー化に向けた体制の遅れ 

バリアフリー基本構想の策定が進まない要因は、市町村へのアンケート結果より、

基本構想策定やその後の歩道整備に対する財政的負担が大きいこと、策定に対する組

織内での調整が必要、作成ノウハウがないことなどの意見が多く、市町村の取組体制

の遅れが顕著となっている。  
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

県福祉条例に適合するよう心がけている。　　　　　3% 事業実施のための予算が不足している。
 　　35%

担当部署がないので組織内での調整が必要。　　　28%

バリアフリー化が実施(予定)されている。　　　　17%

作成ノウハウがない。　　　14%

１日平均利用者数が3,000人未満
　　　3%

道路・交通環境課調べ（平成２３年２月）（複数回答） 図３ 基本構想を策定していない理由 
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（（（（２２２２））））観光客等観光客等観光客等観光客等のののの来訪者来訪者来訪者来訪者のののの歩行空間歩行空間歩行空間歩行空間にににに関関関関するするするする現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

①①①①現状現状現状現状    

奈良県内には世界遺産等の国内有数の歴史的文化資源が多数存在し、多くの観光客

が来訪している。観光地での移動に不慣れな来訪者は、比較的容易に自分の位置と目

的地を認識しやすい幹線道路を利用して移動する傾向にある。しかし、周遊観光を楽

しむための主要な観光動線となる県管理道路の歩道整備率が低く、歩行空間の連続性

が確保されていないため、多くの観光客が狭隘な歩行空間を通行しているといった状

況が見受けられる。 

 

また、奈良県では、平成２１年７月に「観光案内サイン 整備ガイドライン」を策

定し、鉄道駅やバス停等から観光施設までを案内する歩行者系案内サイン等の整備に

取り組んでいるところであるが、これまでは、設置者毎に異なる多種多様な案内サイ

ンが設置されていたり、老朽化した案内サインが新しい案内サインに入り交じって設

置されている状況であり、来訪者から「広域の案内看板がない」、「現在地が分からな

い」といった意見が寄せられている。 

 

           写真-１ 奈良公園周辺での歩行者状況   写真-２ 平城宮跡周辺の歩行者状況             
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②②②②課題課題課題課題    

（ａ）（ａ）（ａ）（ａ）幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした経路経路経路経路誘導誘導誘導誘導    

観光案内看板の経路誘導は、幹線道路中心であり、自動車の通行量の少ない、いわ

ゆる散策道が観光歩行経路として有効に活用されていない。 

 

（ｂ）（ｂ）（ｂ）（ｂ）観光観光観光観光案内案内案内案内サインサインサインサインのののの仕様仕様仕様仕様のののの混在混在混在混在    

道路管理者や観光行政主体、観光施設管理者等がそれぞれの立場に立った観光経路

の設定や案内サインの設置等を進めてきたため、観光エリア内の移動案内に統一感が

欠如しており、来訪者の分かりにくさを助長させている。 

 

（ｃ）（ｃ）（ｃ）（ｃ）来訪者来訪者来訪者来訪者ののののニーズニーズニーズニーズにににに合合合合ったったったった施設不足施設不足施設不足施設不足    

観光地に点在する観光施設を歩いて周遊することを楽しむ来訪者も増加している

が、移動途中に気軽に休憩を行うためのベンチや日除け施設等も不足している。 

 

 

写真-３ 統一されていない案内看板状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図解標識公園案内 園地案内
歴史の道案内

羽根型 矢羽根型
石標（トイレ案内）

指示標識
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３３３３．．．．歩行空間整備歩行空間整備歩行空間整備歩行空間整備のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    

奈良県交通基本戦略における「安心して暮らせるモビリティの確保」や「奈良の魅

力を一層高める交通環境の充実」を進めるため、日常生活における移動及び観光等に

よる来訪者の移動の視点から、歩行空間の整備を重点的に進める箇所や区間を明確に

し、道づくり重点戦略に基づく「選択と集中」の考え方により、安心な歩行空間の整

備に取り組む。 

 

まず、日常生活における移動については、児童が安心して通学できる環境確保の観

点から通学路を対象とし、更に高齢化の進展等を踏まえ、多くの県民の利用が見込ま

れる鉄道駅やバス停等から病院等の施設をつなぐ経路を対象とする。 

 

また、観光等による来訪者の移動に関しては、世界遺産等の来訪者が多い観光地最

寄りの鉄道駅や駐車場等から観光地への経路や観光地相互間をつなぐ経路を対象と

する。 

 

具体的な取組に当たっては、市町村、警察、地域住民、関係団体等の関係者と連携

して、歩行者の視点に立った歩行空間の点検等を通じて、歩行空間整備に関する課題

を共有化し、計画的な対策の推進等を図るものとする。 

 

歩行経路の見直しを含め、早期に効果発現が期待できる速効対策から取り組むとと

もに、地域の協力が得られた箇所については抜本的な対策に取り組むこととする。ま

た都市計画道路で歩道だけが未整備であり、地域の協力が得られない箇所は土地収用

制度を積極的に活用し、歩行空間の整備を推進していく。 

 

さらに、歩行空間の整備にあたっては、ベンチ等の休憩施設や統一された観光案内

サインの設置といった歩行環境の充実にもあわせて取り組むものとする。 
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４４４４．．．．重点的重点的重点的重点的にににに歩行空間整備歩行空間整備歩行空間整備歩行空間整備をををを進進進進めるめるめるめる路線路線路線路線    

基本方針のもと、効率的かつ効果的に県管理道路の歩行空間の整備を進めるために、

重点的に取り組む路線を以下のとおりする。 

また、市町村が地域活性化や地域の安全確保を目的に、目標や具体的な効果、取り

組む施策を記載・公表するなど、まちづくり計画等に位置づけられている経路につい

ても取り組むものとする。 

 

（（（（１１１１））））歩行空間歩行空間歩行空間歩行空間がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない通学路通学路通学路通学路    

歩道が未整備の通学路及び交通量が多く歩道が狭隘な通学路を対象とする。また、

この他に、特に地域において緊急的な取組が必要となっている通学路を対象とする。 

 

（（（（２２２２））））バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー基本構想基本構想基本構想基本構想におけるにおけるにおけるにおける生活関連経路生活関連経路生活関連経路生活関連経路    

旅客施設、周辺道路、駅前広場等を中心とした地区や高齢者、障害者等が利用する

施設が集まった地区等の重点整備地区における生活関連経路を対象とする。 

 

（（（（３３３３））））    世界遺産地域等世界遺産地域等世界遺産地域等世界遺産地域等のののの周遊観光周遊観光周遊観光周遊観光をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための観光観光観光観光経路経路経路経路    

世界遺産地域や来訪者が特に多い観光地について、観光地の最寄りの鉄道駅や駐車

場等から観光地に至る経路や周辺の観光経路を対象とする。               
 

 

 

 

 

 

 

図４ 日常生活の視点での重点的整備路線のイメージ 

図５ 来訪者の視点での重点的整備路線のイメージ 

駅
施設

(病院・役所等)
バリアフリー基本構想

(生活関連経路)目的地出発地及び生活地域周辺
バス停 徒歩交通結節点

(駅等)自宅自宅
徒歩

学

校

徒歩集

合

歩行空間が確保されていない通学路自宅自宅自宅 駅
施設

(病院・役所等)
バリアフリー基本構想

(生活関連経路)目的地出発地及び生活地域周辺
バス停 徒歩交通結節点

(駅等)自宅自宅
徒歩

学

校

徒歩集

合

歩行空間が確保されていない通学路自宅自宅自宅
観光経路 世界遺産地域等観光地周辺駅バス停 徒歩
徒歩徒歩

出発地 目的地県内・県外 車 駐車場駅
バス停 観光経路 世界遺産地域等観光地周辺駅バス停 徒歩

徒歩徒歩
出発地 目的地県内・県外 車 駐車場駅

バス停
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５５５５．．．．歩行空間整備歩行空間整備歩行空間整備歩行空間整備へのへのへのへの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

（（（（１１１１））））歩行空間歩行空間歩行空間歩行空間がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない通学路通学路通学路通学路    

歩行空間が確保されていない通学路として、歩道整備データ

*７
に基づき

 
① 県管理道路の歩道未整備箇所（約８７ｋｍ） 

② 幅員が２ｍ未満の簡易整備歩道のうち、自動車交通量の多い

*８
歩行空間 

（約１７ｋｍ） 

を選定する。 

さらに歩道整備データで捕捉できない地域の課題に対応するため、学校関係者等に

アンケートを実施し、追加選定を行う。 

選定された通学路については、「緊急点検通学路」として、市町村、警察、地域住

民、学校関係者等と連携のもと、歩行空間の点検を行い、地域の共通課題の「見える

化

*９
」を行う。 

また、緊急点検結果を踏まえ、経路の見直しを含めて道路区域内で早期実現可能な

速効対策や地域の協力が得られた箇所について歩道整備、歩道幅員の拡幅等の抜本的

な対策を行う「対策プラン」を策定・公表する。 

速効対策については、今年度より着手し、抜本対策については地元関係者等の協力

が得られた箇所から順次着手する。 表５ 対策メニュー例                 写真-４ 路肩のカラー舗装化例(奈良市尼辻中町)  写真-５ 側溝の蓋掛け例(大和高田市築山)                       *７ 歩道整備データ：平成１９年６月に行った市町村への交通安全施設現況調査に基づく。 *８ 自動車交通量の多い：平成１７年度道路交通センサスより算出した平地部と山間部の平均交通量以上 （平地平均７，４４０台、山間平均１，６７２台） *９ 見える化：問題などを視覚的に捉えるようにして、情報の顕在化・共有化を図り、これを問題解決に役 立てる活動 

速効対策 抜本対策路肩のカラー舗装化側溝の蓋かけによる対策 歩道設置、拡幅による対策横断勾配の緩和、官民境界段差の解消歩道照明の設置による対策
電柱の無電柱化　　等歩道の乗り入れ部の勾配の緩和、段差解消警戒標識等の設置による対策舗装の凸凹の改善による水たまり解消

別ルートへの転換　　等公園・河川等の公共用地を利用した対策付属物・占用物（電柱等）の移設・集約による対策
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（（（（２２２２））））バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー基本構想基本構想基本構想基本構想におけるにおけるにおけるにおける生活関連経路生活関連経路生活関連経路生活関連経路    

生活関連経路については、抜本対策を基本とし、ベンチ等の休憩施設を併せて整備

する。また、バリアフリー基本構想の策定に向けて取り組む市町村に対しては、基本

構想策定協議会を設置し、点検を行った経路について、基本構想の策定に至るまでの

間に短期対策として段差解消等の速効対策を進めることとする。 

バリアフリー基本構想策定を進めるため、未策定の市町村に対し、基本構想の策定

のための情報提供や講習会開催等の技術的支援を行う。 

また、県立施設の周辺等については、奈良県が点検や資料提供を行うことで、市町

村が基本構想の策定を進めやすいように積極的に協力を行う。 

 

（（（（３３３３））））世界遺産地域等世界遺産地域等世界遺産地域等世界遺産地域等のののの周遊観光周遊観光周遊観光周遊観光をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための観光経路観光経路観光経路観光経路    

世界遺産地域等の周遊観光促進のため、「法隆寺地域の仏教建造物」、「古都奈良の

文化財」、「紀伊山地の霊場と参詣道」及び奈良県内の観光客数の多い観光地における

経路について検討を行う。 

観光経路の設定にあたっては、市町村、観光協会、地域住民等と連携し、歩行経路

の点検を行い、地域の共通課題の「見える化」を行うとともに、歩行経路や案内サイ

ンに関するアンケートを観光客に対し実施する。その結果を踏まえ、散策道を含めて、

面的に安心な歩行空間を検討し、観光経路のルート設定を行う。 

これらに基づき 

①段差解消等の道路区域内で早期実現可能な速効対策 

②既設看板の撤去・集約化、新設による観光案内サインの整備 

③歩道上だけではなく、沿道の公共用地や民地を活用したベンチ等の休憩施設 

を検討し、歩道拡幅などの抜本対策を含めた「対策プラン」を策定・公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

（（（（４４４４））））地域住民地域住民地域住民地域住民等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる継続継続継続継続的的的的ななななＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡのののの実施実施実施実施    

計画策定（Ｐ）、対策実施（Ｄ）の後も、より良い歩行空間づくりを目指して、利

用者の視点から地域住民等と連携し、効果検証（Ｃ）及び改善（Ａ）の状況をフォロ

ーアップし、「ＰＤＣＡサイクル」の取り組みにより、継続的なマネジメントを実施

する。 

写真-７ 歩道にベンチを設置した例 （天理市柳本町） 写真-６ 統一された案内看板 （近鉄奈良駅前） 


